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(57)【要約】
【課題】単純で安価であり、軽量で場所を取らないバッ
テリ取付け装置であって、工具を用いずに支持トレイ上
の標準的なバッテリを迅速かつ高信頼度でロック及び解
放が可能な装置を提供すること。
【解決手段】実質的に平坦な載置面（１６）と、２つの
縦方向のフランジ（１７ａ、１７ｂ）を持つ支持トレイ
（１２）とを含み、第１の縦方向のフランジ（１７ａ）
は、バッテリ（１１）の第１の踵部突起（１４ａ）を停
止保持する位置決めとしての役割を持つ１以上の固定ラ
グ（２０）を含む。支持トレイ（１２）は、第２の縦方
向のフランジ（１７ｂ）に結合され、それぞれがバッテ
リ（１１）の第２の踵部突起（１４ｂ）のための第１の
固定用表面（２２）を規定する、１以上の可動ラグ（２
１）を含む。取付け装置（１０）は、可動ラグ（２１）
と関連する弾性変形可能な操作レバー（２５）と、各可
動ラグ（２１）及び支持トレイ（１２）の所定位置にバ
ッテリ（１１）をロックする対応する各操作レバー（２
５）と協働するロック用傾斜部材（２６）とを含む。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　バッテリ（１１）、特に自動車用のバッテリのための取付け装置であって、
－実質的に平坦な載置面（１６）と、バッテリ（１１）の第１（１４ａ）及び第２（１４
ｂ）の踵部突起と協働する２つの縦方向のフランジ（１７ａ、１７ｂ）を持つ支持トレイ
（１２）とを含み、第１の縦方向のフランジ（１７ａ）は、該バッテリ（１１）を該支持
トレイ（１２）に据付ける際に該バッテリ（１１）の該第１の踵部突起（１４ａ）を停止
保持する位置決めストッパとしての役割を持つ１以上の固定ラグ（２０）を含み、
－該第２の縦方向フランジ（１７ｂ）に関連し、該バッテリ（１１）を該支持トレイ（１
２）内で固定する第１の固定位置と、該バッテリ（１１）を開放する第２の解放位置との
間で弾性的に変形する１以上の操作レバー（２５）を含むロック手段を含むと共に、
－該支持トレイ（１２）は、該第２の縦方向のフランジ（１７ｂ）に結合され、対応する
該操作レバー（２５）と協働し、該バッテリ（１１）の該第２の踵部突起（１４ｂ）のた
めの第１の固定用表面（２２）を規定する、１以上の可動ラグ（２１）を含み、
－該ロック手段は、各該可動ラグ（２１）と対応する各該操作レバー（２５）との間にそ
れ自身を挿入するロック用傾斜部材（２６）を含み、
　該ロック用傾斜部材（２６）は、対応する該可動ラグ（２１）の該第２の固定用表面（
３３）に関連する、下部にある傾斜した第１の表面（３４）と、対応する該操作レバー（
２５）に関連し、かつ該バッテリ（１１）の位置を該支持トレイ（１２）の中でロックす
る第１のロック位置と第２の解放位置との間で該操作レバー（２５）を確実にロックする
ように設計された、上部にある傾斜した第２の表面（３５）とを持つ、１以上のロック用
くさび部（２９）を含む、
　ことを特徴とする取付け装置。
【請求項２】
　前記可動ラグ（２１）を、前記バッテリ（１１）を待ち受ける第１の待機位置と前記バ
ッテリ（１１）の第２の固定位置との間で移動することを可能にする弾性的ヒンジを形成
する２つの可撓性結合リッジ（２３）によって、各前記可動ラグ（２１）が、前記支持ト
レイ（１２）の対応する前記縦方向フランジ（１７ｂ）に結合されていることを特徴とす
る、請求項１に記載の取付け装置。
【請求項３】
　前記支持トレイ（１２）の前記載置面（１６）と、前記可動ラグ（２１）の前記第１の
固定用表面（２２）の下端部の間に空隙（２４）を構成するように、各前記可動ラグ（２
１）が前記第２の縦方向フランジ（１７ｂ）に結合されていることを特徴とする、請求項
１又は２に記載の取付け装置。
【請求項４】
　各前記ロック用くさび部（２９）の前記上部表面（３５）に、複数のノッチ（３６）が
配設されていることを特徴とする、請求項１～３のいずれか一に記載の取付け装置。
【請求項５】
　前記ロック用傾斜部材（２６）は、堅固で高い機械的強度を持つ結合領域（３７）によ
って互いに結合された複数のロック用くさび部（２９）を含み、
　前記支持トレイ（１２）は、それぞれが対応する前記ロック用くさび部（２９）と関連
しかつ、対応する前記操作レバー（２５）と関連する複数の可動ラグ（２１）を含むこと
を特徴とする、請求項１～４のいずれか一に記載の取付け装置。
【請求項６】
　前記操作レバー（複数）（２５）は、それぞれの上部領域において、前記操作レバー（
２５）のための掴み手段として機能する結合バー（３１）によって互いに結合されている
ことを特徴とする、請求項５に記載の取付け装置。
【請求項７】
　各前記操作レバー（２５）は、前記ロック用傾斜部材（２６）の関連する前記ロック用
くさび部（２９）と協働するように構成された開口部（２８）の範囲を定めることを特徴
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とする、請求項１～６のいずれか一に記載の取付け装置。
【請求項８】
　各前記操作レバー（２５）の前記開口部（２８）は、前記関連するロック用くさび部（
２９）の前記上部表面（３５）と協働する、傾斜を持つエッジ（３０）を有することを特
徴とする、請求項７に記載の取付け装置。
【請求項９】
　各前記ロック用くさび部（２９）の前記下部表面は、前記対応する可動ラグ（２１）の
前記第２の固定用表面（３３）の一方及び他方の側面の上に自らを配置する２つのセンタ
リング（位置決め）用リブ（３４）によって規定されることを特徴とする、請求項１～８
のいずれか一に記載の取付け装置。
【請求項１０】
　前記第２の縦方向フランジ（１７ｂ）は、各前記操作レバー（２５）の延長部分に形成
され、前記ロック用傾斜部材（２６）の対応する前記ロック用くさび部（２９）の位置を
ガイドするように構成されるガイド溝（３２）を含むことを特徴とする、請求項１～９の
いずれか一に記載の取付け装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、バッテリ、特に自動車用のバッテリの取付け装置に関する。この装置は、－
実質的に平坦な載置台と、バッテリの第１及び第２の踵部突起と協働する２つの縦方向の
フランジを有する支持トレイとを含み、第１の縦方向のフランジは、支持トレイにバッテ
リを据付ける際にバッテリの第１の踵部突起１４ａを停止保持する位置決めストッパとし
ての役割を持つ１以上の固定（定置）ラグを含み、
－第２の縦方向のフランジに関連し、バッテリを支持トレイ内で固定する第１の位置と、
バッテリを解放する第２の位置との間で弾性的に変形する１以上の操作レバーを含むロッ
ク手段を含む。
【背景技術】
【０００２】
　全てのタイプの自動車において、厳密な基準により規定された寸法を持つバッテリは標
準的な部材である。車両のシャシーにバッテリを設置し固定する公知の取付け装置には多
くのタイプがある。第１のタイプの公知の取付け装置は、バッテリ踵部の上部面を利用し
、第２のタイプの公知の取付け装置はバッテリの踵部突起（ないし底端部突起、talon）
を利用する。
【０００３】
　バッテリの上部面を利用する第１の取付け装置例では、バッテリを支持トレイに載置し
、バッテリの両側に垂直な２つのロッド（棒体）を１つずつ置き、バッテリの上部で２つ
の垂直ロッドを接続する腕木要素を配置する。取付け装置は、バッテリの上部面を押さえ
つけることにより、垂直方向の締め付け作用をバッテリに及ぼす。ロッドは通常ねじを切
った端部を有しており、腕木に通してナットで締め付けることにより締め付け作用をもた
らす。しかし、このようなタイプの装置は工具類、特にナットを締め付ける工具を必要と
し、またさまざまな部品を取り扱うことは骨の折れる仕事である。
【０００４】
　バッテリの上部面を利用する取付け装置の他の例は、垂直ロッドの代わりに側壁を伸ば
した支持トレイを用い、トレイの２つの壁を接続する腕木要素を組み合わせて１つ又は２
つの固定点で固定されるものである。取付け装置の他の例は、単純な織物のひもをバッテ
リの周りに巻きつけて両側で固定したものである。
【０００５】
　しかし、バッテリの上部面を利用するこれらの取付け装置例は、いくつかの失くしやす
い部品からなり、バッテリの据付及び解除に工具を要するという点で、いずれも複雑過ぎ
ることが判明している。さらに、支持トレイ内でバッテリを保持することは安全が確保さ
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れていない。
【０００６】
　バッテリの踵部突起を利用する第１の取付け装置例は、支持トレイと一体化され、バッ
テリの踵部突起を押し付けるように構成された金属製のクランプである。このクランプは
、例えばねじによる締め付けシステムにより支持トレイに固定され、バッテリの踵部突起
に対して大きな締め付け圧力を有している。しかし、バッテリの据付及び取り外しのため
に工具がやはり必要であり、取付け装置はいくつかの取り扱いが困難な複数部品から構成
されている。しかも、このような装置は製造コストがまだ高い。
【０００７】
　バッテリの踵部突起を利用する他の（第２の）取付け装置例は、旋回式カムシステムで
ある。バッテリの一側面を支持トレイ上の固定ラグに固定し、バッテリの他の側面が支持
トレイに平行に回転するように設置されたカムシステムと協働する。カムは偏心機によっ
て動かされ、バッテリの踵部突起を押しこんでロック位置に移動させ、同時に踵部突起を
締め付ける力が作用する。しかしこの種の（第２の）装置は、特にバッテリを取り外す際
にねじ回し型の工具が必要となる。さらに、取付け装置の内部の摩擦領域がほこりによっ
て汚染されてしまう。これはバッテリを取り外すことを困難にする。
【０００８】
　他の例は文献ＦＲ２７９６４９４において、支持トレイの一体化された部材である取付
け装置が開示されている。図１に概略図で示すように、バッテリ１１の取り付け装置１０
は、支持トレイ１２にバッテリ１１の第１の踵部突起（talon）１４ａの止め具としての
役割を持つ第１のフランジ１３ａを含む。支持トレイ１２は、矢印Ｆ１に示すように回転
し、バッテリ１１を素早く固定及び解放できるように構成された可撓性タブ１５を配設し
た第２のフランジ１３ｂを含む。バッテリ１１の第２の踵部突起１４ｂをタブ１５に向か
って押し付けることにより、タブ１５が変形し、バッテリ１１を支持トレイ１２の床に配
置することができる。バッテリ１１を取り外すときは、タブ１５の自由端に矢印Ｆ２の方
向の力を作用させることにより、バッテリ１１の第２の踵部突起１４ｂを解放し、バッテ
リ１１を取り外すことができる。
【特許文献１】ＦＲ２７９６４９４
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　この種の（特許文献１に記載の）装置は工具を使わずに済むが、バッテリ１１を支持ト
レイ１２に安全を確保した状態で保持することができず、バッテリの踵部突起が所定の位
置にあるかどうかを確認することができない。さらに、このような取付け装置はバッテリ
を支持トレイに確実にロックするものとはいえない。
【００１０】
　本発明の目的は、上記の問題点を解決することであり、その主題は、単純で安価であり
、軽量で場所を取らないバッテリ取付け装置であって、工具を用いずに支持トレイ上の標
準的なバッテリを迅速かつ高信頼度でロック及び解放が可能な装置を提供することである
。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明は、以下の特徴を有する：
－支持トレイは、第２の縦方向のフランジに結合され、対応する操作レバーと協働し、バ
ッテリの第２の踵部突起（ないし底端部突起）のための第１の固定用表面を規定する、１
以上の可動ラグを含み、
－ロック手段は、各可動ラグと対応する各操作レバーとの間にそれ自身を挿入するロック
用傾斜部材を含み、
　該ロック用傾斜部材は、対応する可動ラグの第２の固定用表面に関連する、下部にある
傾斜した第１の表面と、対応する操作レバーに関連し、かつバッテリの位置を支持トレイ
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の中でロックする第１のロック位置と第２の解放位置との間で操作レバーを確実にロック
するように設計された、上部にある傾斜した第２の表面とを持つ、１以上のロック用くさ
び部を含む。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　このような、支持トレイの可動ラグ及び操作レバーと協働するロック用傾斜部材を用い
る取付け装置は、バッテリの位置を支持トレイに効果的に固定し、その位置を効果的かつ
高信頼度で確実にロックすることを可能にする。
【００１３】
　本発明の発展例として、各可動ラグが、支持トレイの対応する縦方向のフランジと変形
可能な（可撓性）ヒンジを形成する２つの可撓性結合リッジによって接続され、それによ
って可動ラグをバッテリを待ち受ける第１の待機位置とバッテリを固定する第２の位置と
の間で移動させることが可能になる。
【００１４】
　このような可撓性ヒンジは、可動ラグを引き戻して自動的に初期の位置に戻ることを容
易にする。
【００１５】
　本発明の他の発展例として、各ロック用くさび部の上部表面には、複数のノッチ（切り
欠きないし歯）が設けられている。
【００１６】
　ロック用くさび部のノッチは、操作レバーのロック用傾斜部材へのロックを確実にし、
操作レバーが不用意に（意図せず）外れることを防止する。
【００１７】
　好ましい実施形態として、ロック用傾斜部材は複数のロック用くさび部を含み、堅固で
機械的強度の大きな結合領域で互いに結合され、支持トレイは複数の可動ラグを含み、そ
のそれぞれがロック用くさび部に関連した対応する操作レバーと関連（連携）している。
操作レバーはその上部領域において、操作レバーの掴み手段の役割を持つ結合バーによっ
て接続されている。
【００１８】
　このような取付け装置は、全ての操作レバーがロック位置に向かって同時に移動するよ
うに作られているので、容易に操作でき、しかも安全を確保しつつバッテリの位置をロッ
クすることができる。
【００１９】
　その他の利点及び特徴は、添付図によって図示され、非制限的な実施例として以下に説
明される本発明に係る典型的な実施形態によってさらに明らかになるであろう。
【実施例】
【００２０】
　図２及び３を参照すると、取付け装置１０は、特に自動車のシャシーにバッテリ１１を
固定するように設計されている。バッテリ１１の標準的な寸法にかかわらず、取付け装置
１０は実質的に全体が長方形で、あらゆるタイプのバッテリを収容できる標準的な支持ト
レイ１２と、支持トレイ１２内のバッテリ１１の位置をロックする役割を持つロック用傾
斜部材２６を含む。
【００２１】
　本発明に係る取付け装置１０は、一方ではバッテリ１１を支持トレイに固定することを
可能にするとともに、他方ではバッテリ１１の位置をロックすることを可能にする。取付
け装置１０は、バッテリ１１がしっかりと固定された第１のロック位置（図２、３）から
、バッテリ１１を取り外すことができる第２の解放位置（図１１～１４及び１８－１９）
へ状態が変化する。
【００２２】
　図４～７において、バッテリ１１の支持トレイ１２は、バッテリ１１を取付けた時にバ
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ッテリが載置される実質的に平坦な載置面１６と、２つの縦方向のフランジ１７ａ、１７
ｂ及び２つの横方向のフランジ１８ａ、１８ｂとを含む。支持トレイ１２は、種々のタイ
プの化学薬品、特にバッテリ１１本体内に含まれる薬品に対して耐性を有する材料で構成
されることが好ましい。
【００２３】
　図５において、支持トレイ１２の載置面１６を貫通して、取付け装置１０を自動車のシ
ャシー又はあらゆる特有な支持体に固定するための３つの固定用穴１９が開けられている
。
【００２４】
　第１の縦方向のフランジ１７ａには、支持トレイ１２の内側に向かって突き出ており、
バッテリ１１の第１の踵部突起１４ａと協働するように構成された３つの固定（定置）ラ
グ２０を含むことが好ましい（図３）。固定ラグ２０は支持トレイ１２の一部であり、バ
ッテリ１１の踵部突起１４ａの対応した形状と協働するように縦方向のフランジ１７ａに
形成されている。固定ラグ２０は縦方向フランジ１７ａの中間部分、特にバッテリ１１の
寸法にかかわらずに利用できるような位置に配置されることが好ましい（図５～７）。
【００２５】
　支持トレイ１２は、支持トレイ１２及び可動ラグ２１がバッテリ１１の装着を待ち受け
ている状態である第１の待機位置（図４～７、１１）と、バッテリ１１の第２の踵部突起
１４ｂが可動ラグ２１によって完全に固定されている状態である第２の固定位置（図２、
３及び１５～１７）との間を（取付け状態が）遷移する、３つの可動ラグ２１を含むこと
が好ましい。
【００２６】
　各可動ラグ２１は、バッテリ１１の対応する第２の踵部突起１４ｂの形状と協働するよ
うに形成されている（図３）。各可動ラグ２１は、２つの補強リブ２２（図６）を含み、
それはバッテリ１１の踵部突起１４ｂのための第１の固定用表面を規定する（図３）。２
つのリブ２２は、可動ラグ２１の機械的強度を補強し（図５，６）、バッテリ１１の据付
、取り外し時において踵部突起１４ｂのすべりを容易にする傾斜路を構成する。
【００２７】
　縦方向のフランジ１７ｂに設けた可動ラグ２１のそれぞれの位置は、縦方向のフランジ
１７ａに設けた固定ラグ２０のそれぞれの位置に対してずらしていることが有利である（
図５）。この構造により、支持トレイ１２がバッテリ１１のあらゆる寸法に対応し、バッ
テリ１１の固定を最適化することができる。
【００２８】
　図５及び６において、各可動ラグ２１は、バッテリ１１を支持トレイ１２に装着し、ま
た取り外すときに変形可能な弾性ヒンジを形成する２つの可撓性湾曲部（リッジ）２３に
よって縦方向のフランジ１７ｂと接続されている。可撓性リッジ２３は実質的にＳ字状（
ないし波状）の断面を有し、弾性的に変形してスプリングの役割をする。可撓性リッジ２
３はバッテリ１１の据付により生じる縦方向の応力を吸収するため、可動ラグ２１は支持
トレイ１２の載置面１６に平行に、縦方向フランジ１７ｂの方向に移動することができる
。
【００２９】
　さらに、図４に示すように各可動ラグ２１は単独で対応する縦方向フランジ１７ｂに接
続され、支持トレイ１２の載置面１６には接続されていないため、可動ラグ２１は縦方向
フランジ１７ｂの方向に縦方向に戻ってくることができる。各可動ラグ２１は、このよう
に支持トレイ１２の載置面１６と、可動ラグ２１の第１の固定表面を規定する補強リブ２
２のそれぞれの底端部との間に延在する空隙２４を構成する。この空隙２４は、標準的な
バッテリ１１との寸法差を補償するためのバッテリ１１の踵部突起１４ｂの移動のために
必要な遊びを特に構成するものである。
【００３０】
　図４、６及び７において、支持トレイ１２の縦方向フランジ１７ｂからは、支持トレイ
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１２の載置面１６に実質的に垂直に、可動ラグ２１の高さから突出する３つの操作レバー
２５が伸びていることが好ましい。レバー２５は支持トレイ１２とともに１つの部材を形
成し、可動ラグ２１及びロック用傾斜部材２６と協働し（図２、３）、支持トレイ１２内
でバッテリ１１の位置をロック（ないしクランプ）するように構成された、ロック／ロッ
ク解放レバーとして機能する。
【００３１】
　この目的のため、各操作レバー２５は弾性的に変形可能であり、縦方向フランジ１７ｂ
に各可動ラグ２１の高さにおいて、例えばレバー２５の厚さを薄くした材料で形成された
ヒンジ要素（ヒンジ部）２７によって回転可能に接続されている（図４、７）。ヒンジ要
素２７により、操作レバー２５はそれらが縦方向フランジ１７ｂに接続されている下部領
域に対して回転するように、バッテリ１１を支持トレイ１２へ取り付けるロック位置（図
２、３）から、据付けたバッテリ１１を解放する位置（図４～７）までの間を動くことが
できる。１例として、ヒンジ要素２７は、高い引張荷重に耐えるように設計された矩形部
材要素でありうる。
【００３２】
　操作レバー２５は、それぞれの上部で、操作レバー（複数）２５を同時に操作するため
の掴み部材として機能するバー３１により接続されることが好ましい（図６、７）。これ
によりロックが容易になり、信頼性も向上する。
【００３３】
　図８～１０において、本発明に係る取付け装置１０のロック用傾斜部材２６は、可動ラ
グ２１と対応する操作レバー２５と協働して支持トレイ１２の中のバッテリ１１の位置を
固定・ロックするように構成された、３つのロック用くさび部（ないし部材）２９を備え
ることが好ましい。
【００３４】
　各操作レバー２５は、ヒンジ要素２７により画定され、ロック用傾斜部材２６のロック
用くさび部２９と協働するように構成された開口部２８を含む。各開口部２８は、開口部
２８の内側に向かって伸び、下記に説明するようにロック用くさび部２９と協働（係合）
するように構成された、傾斜を持つ（斜めに切り取られた）エッジ３０を備える。
【００３５】
　図５及び６において、支持トレイ１２は、縦方向フランジ１７ｂから対応する可動ラグ
２１の方向に突き出るように、各操作レバー２５の開口部２８の延長部分に形成されるガ
イド溝３２をも含む。ガイド溝３２は、ロック用くさび部２９の降下動作中にそのセンタ
リング（中心位置決め）をするように、ロック用傾斜部材２６の各ロック用くさび部２９
と協働する（図２、３）。
【００３６】
　図８～１０において、ロック用傾斜部材２６は、３つのロック用くさび部２９を含み、
それぞれが操作レバー２５の開口部２８及び縦方向フランジ１７ｂの対応する可動ラグ２
１と協働する。各ロック用くさび部２９は、関連（対応）する可動ラグ２１の第２の固定
用表面３３（図３、５）と支持トレイ１２の縦方向フランジ１７ｂとの間に挟まるように
なっている。
【００３７】
　各ロック用くさび部２９は、第１の傾斜した下部表面を規定する２つのセンタリング用
リブ３４を含む（図１０）。各ロック用くさび部２９のセンタリング用リブ３４は、ロッ
ク用傾斜部材２６を挟み込むときに、対応する可動ラグ２１の第２の固定用表面３３の一
方及び他方の側面の上に配置され、スライドする。該リブ３４は、こうしてロック用傾斜
部材２６の装着（挟み込み）を最適化し、改善する役割を果たす。
【００３８】
　図３に示すように、ロック用くさび部２９の第１の下部表面３４は、関連する各可動ラ
グ２１の第２の固定用表面３３に対して押さえつけ、各可動ラグ２１の第１の固定用表面
２２はバッテリ１１の踵部突起１４ｂに対して強い圧力を与える。
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【００３９】
　各ロック用くさび部２９は、第２の傾斜した上部表面３５をも有し、対応する操作レバ
ー２５の開口部２８と協働する（図２、３）。
【００４０】
　各ロック用くさび部２９の傾斜した上部表面３５は、対応する操作レバー２５の開口部
に設けられた傾斜を有するエッジ３０と協働するように構成された連続するノッチ（複数
）３６が配設されている。ノッチ３６は、操作レバー２５を関連するロック用くさび部２
９に対して確実にロックし、操作レバー２５が不用意に外れることを防止するために、わ
ずかに傾斜している（図１０）。ノッチ３６はまた、操作レバー２５を異なる位置に配置
（係合ロック）することにより、バッテリ１１の寸法差を補償することを可能にする。
【００４１】
　ロック用くさび部２９は、バッテリ１１を取り付け、ロックする際に操作レバー２５の
開口部２８を貫通（侵入）する。そのため、開口部２８の傾斜を有するエッジ３０は、バ
ッテリ１１の寸法に応じてロック用くさび部２９の上部表面３５にあるノッチ３６の１つ
に配置（係合）される。
【００４２】
　さらに、ロック用傾斜部材２６のロック用くさび部２９は、手で操作するのに十分な堅
固さを有する実質的に矩形の形状をした部分である結合（接続）領域３７によって結合さ
れることが有利である。結合領域３７は、ユーザが押し付ける力は主にこの結合領域３７
にかかるので、高い機械的強度を有している。
【００４３】
　各ロック用くさび部２９はまた、縦方向フランジ１７ｂに設けられたガイド溝３２と協
働する位置決めリブ（側板）３８を含む。ロック用くさび部２９の位置決めリブ３８と第
２の縦方向フランジ１７ｂのガイド溝３２は、特にロック用傾斜部材２６の位置決めを最
適化する役割を持つ。その結果、ロック用くさび部２９を可動ラグ２１と縦方向フランジ
１７ｂとの間に、最適に（センタリング）位置決めすることができる。
【００４４】
　本発明に係る取付け装置１０の支持トレイ１２へのバッテリ１１の据付、バッテリ１１
の位置のロック及びバッテリ１１の取り外しについて、図１１～１９を用いて詳細に説明
する。
【００４５】
　図１１において、バッテリ１１は最初に支持トレイ１２の固定ラグ２０に当接してその
下へ第１の踵部突起１４ａを入れることにより、支持トレイ１２に挿入配置される。従っ
てバッテリ１１は固定ラグ２０に対して傾いた状態であり、支持トレイ１２の可動ラグ２
１（初期位置）の上に支持されて（もたれて）いる状態である。
【００４６】
　図１２、１３において、バッテリ１１により矢印Ｆ３の方向にもたらされる圧力により
、バッテリ１１の第１の踵部突起１４ａは支持トレイ１２の載置面１６の上を矢印Ｆ４に
従ってそれぞれの固定ラグ２０の根元に向かってスライドする。バッテリ１１の第２の踵
部突起１４ｂは、可動ラグ２１のそれぞれの第１の表面２２に沿ってスライドし、そのた
め可動ラグ２１は矢印Ｆ５の方向に押し返される（図１３）。可動ラグ２１は、支持トレ
イ１２の載置面１６と平行に後方へ移動（シフト）する。
【００４７】
　図１４において、バッテリ１１は、支持トレイ１２の載置面１６上に位置している。可
動ラグ２１は、可動ラグ２１の可撓性湾曲部（リッジ）２３に起因する弾性的復帰効果に
よりＦ６の方向へ移動し、初期位置へ戻っている。バッテリ１１の踵部突起１４ａ及び１
４ｂは、それぞれ固定ラグ２０及び可動ラグ２１の第１の固定用表面２２によって固定さ
れる。この時点において、可動ラグ２１による挟み込み作用は最大ではないので、バッテ
リ１１の第２の踵部突起１４ｂと支持トレイ１２の載置面１６との間にはまだわずかな間
隙３９がある。
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【００４８】
　図１４に示す位置において、バッテリ１１を支持トレイ１２に据付ける第１段階は完了
である。次いでバッテリが支持トレイ１２から不用意に（意図せず）外れないようにロッ
ク用傾斜部材２６によってその位置をロックする必要がある。
【００４９】
　図１５において、各ロック用くさび部２９のセンタリング（位置決め）用リブ３４を可
動ラグ２１の第２の固定用表面３３に沿ってスライドさせ、位置決めリブ３８を第２の縦
方向フランジ１７ｂのガイド溝３２に沿ってスライドさせることにより、ロック用傾斜部
材２６が矢印Ｆ７に従って、可動ラグ２１と操作レバー２５との間に押し込まれる。操作
レバー２５は、ロック用傾斜部材２６を挿入する際に矢印Ｆ８に示すようにやや旋回する
。ロック用くさび部２９の配置することによって、バッテリ１１は支持トレイ１２の載置
面１６に押し付けられ、上記の残った間隙３９が消滅する。これにより、バッテリ１１の
支持トレイ１２への完全かつ最高の据付が完了する。
【００５０】
　図１６において、矢印Ｆ９に従ってロック用傾斜部材２６に圧力をかけると同時に、操
作レバー２５を矢印Ｆ１０に従ってロック用傾斜部材２６の上を越えて支持トレイ１２の
内側へ向かって回転させることにより、支持トレイ１２でのバッテリ１１の位置ロック段
階が行われる。ロック用傾斜部材２６のロック用くさび部２９は、ロック用くさび部２９
のそれぞれの上部表面３５の高さにある、操作レバー２５の開口部２８を通過する。この
ステップは、バッテリ１１を支持トレイ１２に位置ロックする粗調整に相当する。さらに
、操作レバー２５による挟み込み動作によってロック用くさび部２９がわずかに押し下げ
られることによって、ロック用傾斜部材２６が可動ラグ２１をさらに締め付けることにな
る。
【００５１】
　図１７において、操作レバー２５によって達成される最大の位置に相当する、ロック用
くさび部２９の上部表面３５にあるノッチ３６の１つに操作レバー２５を配置（係止）す
るため、操作レバー２５を矢印Ｆ１１に従って実質的に水平に押圧力を印加する（押し込
む）ことにより、ロック段階が完了する。これによりロックは確実となり、操作レバー２
５が意図せず外れることを防止する。この段階は、支持トレイ１２でのバッテリ１１の位
置ロックの微小調整に相当する。
【００５２】
　図１８において、バッテリ１１のロック解除は、操作レバー２５を単に図１６及び図１
７の矢印Ｆ１０及びＦ１１とは反対の方向へ動かすことにより行われる。ロック用くさび
部２９の上部表面３５のノッチ３６にわずかな傾斜があることにより、操作レバー２５を
外すことができる。ロック用傾斜部材２６は、操作レバー２５によるロックから解放され
る。あとは矢印Ｆ１２の方向にロック用傾斜部材２６を取り外すことだけである。
【００５３】
　図１９において、支持トレイ１２からバッテリ１１を取り外すには、支持トレイ１２の
固定ラグ２０を中心に旋回させ、矢印Ｆ１３の方向に持ち上げる。可動ラグ２１は矢印Ｆ
５の方向に押し戻され、バッテリ１１の第２の踵部突起１４ｂを可動ラグ２１から外すこ
とができる。バッテリ１１はこうして支持トレイ１２から取り外すことができる。
【００５４】
　このようなバッテリ１１の据付け・取り外しを容易にする取付け装置１０は、上記のよ
うに簡単で安価であり、軽量でかさばらないという特徴を有する。それは同時に、支持ト
レイ１２におけるバッテリ１１の固定及び位置ロックを効果的かつ高信頼度で行えるもの
である。
【００５５】
　この取付け装置１０は、支持トレイ１２に加えてただ一つの可動部材、即ちロック用傾
斜部材２６をバッテリ１１の据付・ロックに用いるものである。ロック用くさび部２９の
、ノッチが付いた上部表面３５により、操作レバー２５を効果的に確実にロックする。
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【００５６】
　さらに、操作レバー２５（複数）は、掴み易く、迅速で信頼性のある取り扱いのために
互いに結合されている。バッテリ１１のロック及び解放は簡単かつ迅速で工具を必要とせ
ずに行うことができる。
【００５７】
　本発明は上記の実施形態に限定されない。図２～１９において、取付け装置１０は、あ
らゆる標準的な寸法のバッテリを取り付けるために３つの固定ラグ２０と、３つの可動ラ
グ２１を含む。しかし取付け装置１０の可動ラグ２１及び固定ラグ２０の数は、可動ラグ
２１の数がロック用傾斜部材２６のロック用くさび部２９の数－これは即ち、最適な固定
及びロックを確実にするための支持トレイ１２の操作レバー２５の数と等しい－と等しい
限り、３つでなくとも良い。
【図面の簡単な説明】
【００５８】
【図１】従来技術のバッテリ取付け装置の概略部分図である。
【図２】本発明に係る、バッテリを装着したバッテリ取付け装置の鳥瞰図である。
【図３】本発明に係る、バッテリを装着したバッテリ取付け装置の部分切開して示した正
面図である。
【図４】図２、３に示す本発明に係るバッテリ取付け装置の支持トレイの（図５の）Ａ－
Ａ断面）正面断面図である。
【図５】図２、３に示す本発明に係るバッテリ取付け装置の支持トレイの平面図である。
【図６】図４、５に示す本発明に係る支持トレイの鳥瞰図である。
【図７】図４、５に示す本発明に係る支持トレイの鳥瞰図である。
【図８】図２、３に示す本発明に係るバッテリ取付け装置のロック用傾斜部材の鳥瞰図で
ある。
【図９】図２、３に示す本発明に係るバッテリ取付け装置のロック用傾斜部材の鳥瞰図で
ある。
【図１０】図８，９に示すロック用傾斜部材のＢ－Ｂ断面の側面断面図である。
【図１１】図２～１０に示す本発明に係るバッテリ取付け装置にバッテリを装着する手順
を示す図である。
【図１２】図２～１０に示す本発明に係るバッテリ取付け装置にバッテリを装着する手順
を示す図である。
【図１３】図２～１０に示す本発明に係るバッテリ取付け装置にバッテリを装着する手順
を示す図である。
【図１４】図２～１０に示す本発明に係るバッテリ取付け装置にバッテリを装着する手順
を示す図である。
【図１５】図２～１０に示す本発明に係るバッテリ取付け装置にバッテリを装着する手順
を示す図である。
【図１６】図２～１０に示す本発明に係るバッテリ取付け装置にバッテリを装着する手順
を示す図である。
【図１７】図２～１０に示す本発明に係るバッテリ取付け装置にバッテリを装着する手順
を示す図である。
【図１８】図２～１７に示す本発明に係るバッテリ取付け装置からバッテリを取り外す手
順を示す図である。
【図１９】図２～１７に示す本発明に係るバッテリ取付け装置からバッテリを取り外す手
順を示す図である。
【符号の説明】
【００５９】
１０　取付け装置
１１　バッテリ
１２　支持トレイ
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１３ａ、１３ｂ　第１及び第２のフランジ　
１４ａ、１４ｂ　バッテリ第１及び第２の踵部突起（ないし低端部突起、talon）
１６　載置面
１７ａ、１７ｂ　縦方向の第１及び第２のフランジ
１８ａ、１８ｂ　横方向の第１及び第２のフランジ
１９　固定用穴
２０　固定（定置）ラグ
２１　可動ラグ
２２　補強リブ（第１の固定用表面）
２３　可撓性結合湾曲部（リッジ）(arete souple)
２４　空隙
２５　操作レバー
２６　ロック（クランプ）用傾斜部材（rampe de verrouillage）
２７　ヒンジ要素（ヒンジ部）
２８　開口部
２９　ロック（クランプ）用くさび部（部材）
３０　エッジ
３１　（結合）バー
３２　ガイド溝
３３　第２の固定用表面
３４　センタリング（位置決め）用リブ（下部表面）
３５　傾斜した上部表面
３６　ノッチ
３７　結合（接続）領域
３８　位置決めリブ（側板）
３９　間隙
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【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】
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【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】

【図１４】

【図１５】

【図１６】

【図１７】

【図１８】
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【図１９】

【手続補正書】
【提出日】平成20年7月15日(2008.7.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　本発明は、以下の特徴を有する：
－支持トレイは、第２の縦方向のフランジに結合され、対応する操作レバーと協働し、バ
ッテリの第２の踵部突起（ないし底端部突起）のための第１の固定用表面を規定する、１
以上の可動ラグを含み、
－ロック手段は、各可動ラグと対応する各操作レバーとの間にそれ自身を挿入するロック
用傾斜部材を含み、
　該ロック用傾斜部材は、対応する可動ラグの第２の固定用表面に関連する、下部にある
傾斜した第１の表面と、対応する操作レバーに関連し、かつバッテリの位置を支持トレイ
の中でロックする第１のロック位置と第２の解放位置との間で操作レバーを確実にロック
するように設計された、上部にある傾斜した第２の表面とを持つ、１以上のロック用くさ
び部を含む。（基本形態１）
　なお、特許請求の範囲の各請求項に付記した図面参照符号は、専ら理解を助けるためで
あり、図示の態様に限定することを意図するものではない。
（発明の効果）
　本発明の上記特徴により、単純で安価であり、軽量で場所を取らないバッテリ取付け装
置であって、工具を用いずに支持トレイ上の標準的なバッテリを迅速かつ高信頼度でロッ
ク及び解放が可能な装置が提供される
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【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１５】
　本発明の他の発展例として、各ロック用くさび部の上部表面には、複数のノッチ（切り
欠きないし歯）が設けられている。（形態４）
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１９】
　その他の利点及び特徴は、添付図によって図示され、非制限的な実施例として以下に説
明される本発明に係る典型的な実施形態によってさらに明らかになるであろう。
　即ち、以下の実施形態が可能である。
　前記可動ラグを、前記バッテリを待ち受ける第１の待機位置と前記バッテリの第２の固
定位置との間で移動することを可能にする弾性的ヒンジを形成する２つの可撓性結合リッ
ジによって、各前記可動ラグが、前記支持トレイの対応する前記縦方向フランジに結合さ
れていることが好ましい。（形態２）
　前記支持トレイの前記載置面と、前記可動ラグの前記第１の固定用表面の下端部の間に
空隙を構成するように、各前記可動ラグが前記第２の縦方向フランジに結合されているこ
とが好ましい。（形態３）
　（形態４）上述の通り。
　前記ロック用傾斜部材は、堅固で高い機械的強度を持つ結合領域によって互いに結合さ
れた複数のロック用くさび部を含み、
　前記支持トレイは、それぞれが対応する前記ロック用くさび部と関連しかつ、対応する
前記操作レバーと関連する複数の可動ラグを含むことが好ましい。（形態５）
　前記操作レバー（複数）は、それぞれの上部領域において、前記操作レバーのための掴
み手段として機能する結合バーによって互いに結合されていることが好ましい。（形態６
）
　各前記操作レバーは、前記ロック用傾斜部材の関連する前記ロック用くさび部と協働す
るように構成された開口部の範囲を定めることが好ましい。（形態７）
　各前記操作レバーの前記開口部は、前記関連するロック用くさび部の前記上部表面と協
働する、傾斜を持つエッジを有することが好ましい。（形態８）
　各前記ロック用くさび部の前記下部表面は、前記対応する可動ラグの前記第２の固定用
表面の一方及び他方の側面の上に自らを配置する２つのセンタリング（位置決め）用リブ
によって規定されることが好ましい。（形態９）
　前記第２の縦方向フランジは、各前記操作レバーの延長部分に形成され、前記ロック用
傾斜部材の対応する前記ロック用くさび部の位置をガイドするように構成されるガイド溝
を含むことが好ましい。（形態１０）
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